
 

 

 
 
 

島根県防災対策本部会議の開催結果について 
 
１．開催日時 

令和８年４月 28 日（火）14 時 30 分～14 時 45 分 
 
２．会議概要 

場  所：島根県庁６階  防災センター室 

出席者：知事、副知事、各部局長、女性活躍推進統括監、病院局長、 

企業局長、副教育長、県警本部長及び松江地方気象台観測予報管理官  

外 計 25 名 
 
３．内 容 

（１）大型連休期間中の気象状況について【松江地方気象台】 

 ・p.１～p.４のとおり 

 

（２）大型連休期間中の対応等について 

【健康福祉部】大型連休期間における健康福祉部の対応 

 ・p.６のとおり 

 

【商工労働部】大型連休期間中の観光案内及び渋滞対策 

・p.７～９のとおり 

 

【土木部】大型連休期間における公共土木施設等の安全管理の強化 

・p.10 のとおり 

 

【防災部】災害体制の基準 

・p.11～14 のとおり 

・各部局、地方機関におかれては、災害体制基準や、職員の緊急連絡先の確認など、

参集体制の確保をお願いする。 

・「しまね防災メール」により、お知らせする最新の気象情報などを、その都度確認

いただき、体制入りなどの参考としていただきたい。 

・連休期間中に危機管理事案が発生した場合は、県庁危機管理当直まで速やかに 

連絡をお願いしたい。 

 

（３）知事からの指示事項等 

（各部局・地方機関に対する指示） 

・連休期間が長いことから、気象情報についてはその都度確認するようにお願い

します。 

・地震などの自然災害や危機管理事案の発生に備え、初動に遅れが生じないよ

う、今一度、各部局等の災害体制や職員、関係機関との緊急連絡体制の確認を

してください。 

令和８年４月２８日 

島根県防災部防災危機管理課 

担当：佐藤、村田 

電話：0852-22-5885 

FAX ：0852-22-5930 



・特に４月１日で人事異動もあったことから、改めて職員間の連絡体制の確認を

お願いします。 

 

（市町村に対する指示） 

・災害や危機管理事案の発生に備え、休日・夜間を含む緊急時の県との連絡体制

の確認を、今一度お願いします。 

 

 

４．会議資料に関する問い合わせ先 

【健康福祉部】 

内容 ：外来診療を行う医療機関等の対応に関すること 

担当課：医療政策課 

担当者：渡部 

連絡先：０８５２－２２－６６９８ 

 

 【商工労働部】 

内容 ：大型連休期間中の観光案内及び渋滞対策に関すること 

担当課：観光振興課 

担当者：渡部 

連絡先：０８５２－２２－５６２５ 

  

 【土木部】 

内容 ：大型連休期間における公共土木施設等の安全管理の強化に関すること 

担当課：土木総務課 

担当者：三代 

連絡先：０８５２－２２－６０７８ 

 

【防災部】 

内容 ：災害体制の基準に関すること 

担当課：防災危機管理課 

担当者：佐藤 

連絡先：０８５２－２２－５８８５ 

 



島根県防災対策本部会議

【日 時】令和８年４月28日（火）14時30分〜
【場 所】島根県庁6階 防災センター室

【次 第】

１．大型連休期間中の気象状況について（松江地方気象台）

２．大型連休期間中の対応等について
（１） 大型連休期間における健康福祉部の対応（健康福祉部）
（２） 大型連休期間中の観光案内及び渋滞対策（商工労働部）
（３） 大型連休期間における公共土木施設等の安全管理の強化（土木部）
（４） 災害体制の基準（防災部）



１．大型連休期間中の気象状況について

令和8年4月28日
松江地方気象台
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大型連休期間中の気象状況について（1か月予報）

1か月予報は毎週木曜日14時30分頃に発表しています 最新の情報をご利用ください

4月23日発表

4月23日発表
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大型連休期間中の気象状況について
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【表示要素】地上気圧・風、天気マップ
※この図は数値予報の計算結果をそのまま画像化したものです。 実際に発表する天気予報や気象情報等とは異なります。

 数値予報資料では、気圧の谷の影響で5月3日を中心に雨が降る可能性がある（週間天気予報が
変わる可能性がある）

 その後、5日を中心に高気圧に覆われておおむね晴れる見込み
 なお、予想期間が長くなるほど（未来となるほど）、数値予報資料の不確実性が大きくなるた
め、最新の気象情報等をご利用ください
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4日21時

4日09時

5日21時
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高 高
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大型連休期間中の気象状況について
週間天気予報
28日5時発表

早期注意情報（警報級の可能性）

信頼度：3日目以降の降水の有無の予報について、予報の
適中しやすさを示す情報
信頼度Ａ：降水の有無の予報が翌日に変わる可能性が

ほとんどない
信頼度Ｂ：降水の有無の予報が翌日に変わる可能性が低い
信頼度Ｃ：降水の有無の予報が翌日に変わる可能性が

信頼度Ｂよりも高い

2日1日30日29日28日
−−−−−大雨
−−−−−暴風
−−−−−波浪
−−−−−高潮

 島根県では5月4日にかけて、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りの日が多い
 4月30日から5月1日にかけて予報の不確実性があり、低気圧の影響で広い範囲で雨が降る
可能性がある

 令和８年１月６日の島根県東部の地震で、揺れの大きかった松江市や安来市では、大雨警
報・注意報の土壌雨量指数基準値について通常より引き下げた暫定基準で運用しています

※この図は数値予報の
計算結果をそのまま画
像化したものです。
実際に発表する天気予
報や気象情報等とは異
なります。

（mm）

30日21時30日09時〜30日21時の
12時間降水量

低
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島根県

２．大型連休期間中の対応等について
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島根県 （１）大型連休期間における健康福祉部の対応
健康福祉部

外来診療を行う医療機関等の対応

市町村が運営する在宅当番医、休日診療所で対応
なお、休日・夜間に子どもの急病等で受診すべきかどうかの相談については、
「島根県子ども医療電話相談（＃８０００）」で対応

（県のホームページに以下の情報を掲載）
・在宅当番医、休日診療所等の情報（こちらをクリック、またはQRコードを読み取り）

・「島根県子ども医療電話相談（＃８０００）」の情報（こちらをクリック、またはQRコードを読み取り）
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島根県（２）大型連休期間中の観光案内及び渋滞対策
商工労働部

１．大型連休期間中の市町村観光案内体制
○観光協会案内窓口で対応（１３）

浜田市、益田市、安来市、江津市、奥出雲町、飯南町、邑南町、
津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

○観光案内所で対応（４）
松江市、出雲市、大田市、雲南市

○未実施（２）
川本町、美郷町

２．主要観光地の渋滞対策
○出雲大社周辺（５月２日（土）〜５日（火・祝））
●旧JR大社駅の駐車場（７０台分）、稲佐の浜の駐車場（１０４台分）などのほか、
臨時駐車場を含め、全体で約２，０００台分を確保

●出雲大社勢溜等の主要交差点及び出雲大社周辺駐車場に警備員を配置
●渋滞状況、駐車場の満車・空車状況を情報提供サイトで紹介（5/3〜5/5）
出雲大社周辺駐車場・交通情報ガイド https://www.taisha-traffic.net/

○松江城周辺（４月２９日（水・祝）〜５月１０日（日））
●土日祝日の「おもてなし駐車場」（県庁駐車場 約２７０台分ほか）に加え、
臨時駐車場（創価学会島根文化会館第１駐車場 約７０台分）を確保

●松江城周辺と臨時駐車場に警備員を配置
●一部駐車場の満車・空車状況を情報提供サイトで紹介（随時更新）
松江の便利情報 https://www.kankou-matsue.jp/information/parking
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島根県
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商工労働部
（２）大型連休期間中の観光案内及び渋滞対策



島根県
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商工労働部
（２）大型連休期間中の観光案内及び渋滞対策

(一社) 松江観光協会 作成



島根県（３）大型連休期間における公共土木施設等の安全管理の強化
土木部

１．工事現場の安全管理強化
 県発注の工事現場において、保安施設の設置の徹底など、安全管理の強化を図る旨、

各県土整備事務所など管理者へ指示
 道路上の工事については、連休前に信号機の動作、赤色灯・保安灯の設置に重点を置

いた夜間パトロールを実施
 歩行者（特に子供や高齢者など）の安全確保のため、受注者などに適切な措置を講じ

るよう指導

２．県管理施設（指定管理含む）の安全管理強化
 道路について、路面や斜面、道路照明灯などについてパトロールを実施し、危険箇所

については必要な措置を実施（穴ぼこの補修等）
 親水護岸等の一般の利用が予想される施設について、点検を行い、不具合等が見られ

る場合は必要な措置を実施
 公園施設について、遊具や各種施設の施設点検等を実施

３．緊急連絡体制の確認
 公衆災害発生時など、緊急時に速やかな体制がとれるよう職員及び指定管理者、委託

業者の緊急連絡体制の確認を徹底
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島根県 （４）災害体制の基準 防災部

１．風水害体制の基準

動 員
体 制 の 決 定

基 準
体
制

地 方 機 関本 庁

防災部、道路維持課、河川課、

砂防課及び地方機関の指定され

た職員を配備

自動配備

（大雨警報等が発表された

市町村を所管する地区）

自動配備１ 県内の地域で大雨警報若しくは洪水警報が

発表されたとき（災害対策本部等の本部を設

置した場合を除く）

警
戒
体
制

防災部の指定された職員を配備－防災危機管理課

長が決定し、配

備する

２ 防災危機管理課長が必要と認めたとき

支庁長、県土整備事務所長又は

県央県土整備事務所大田事業所

長が決定する

支庁長、県土整備事務所長

又は県央県土整備事務所大

田事業所長が決定し、配備

する

－３ 支庁長、県土整備事務所長又は県央県土整

備事務所大田事業所長が必要と認めたとき

風水害第１又は第２動員を配備

※１

自動設置

（大雨警報等が発表された

市町村を所管する地区）

自動設置１ 県内の地域で大雨警報が発表され、かつ24
時間雨量が200㎜以上と予想されるとき

災
害
警
戒
本
部

防災部長が決定する防災部長が決定し、指示す

る

防災部長が決定

し、設置する

２ 防災部長が必要と認めたとき

支庁長、県土整備事務所長又は

県央県土整備事務所大田事業所

長が決定する

支庁長、県土整備事務所長

又は県央県土整備事務所大

田事業所長が決定し、設置

する

－３ 支庁長、県土整備事務所長又は県央県土整

備事務所大田事業所長が必要と認めたとき

※災害警戒本部設置時の動員体制は原則、第１動員体制を配備する。
ただし、被害の状況等により第２動員体制への格上げが必要な場合は、防災部長が決定し、災害警戒本部員へ通知する。
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島根県
防災部

１．風水害体制の基準

動 員
体 制 の 決 定

基 準
体
制

地 方 機 関本 庁

風水害第３動員を配備自動設置

（特別警報が発表された

市町村を所管する地区）

自動設置１ 県内の地域で大雨・暴風・暴風雪・高潮・

波浪特別警報のいずれかが発表されたとき

災
害
対
策
本
部

風水害第３動員を配備自動設置

（大雨警報等が発表された

市町村を所管する地区）

自動設置２ 県内の地域で大雨警報が発表され、かつ１

時間雨量80㎜以上で24時間雨量が200㎜以上と

予想されるとき

風水害第３動員を配備自動設置自動設置３ 災害が発生するおそれがある場合において、

国が特定災害対策本部、非常災害対策本部、

又は緊急災害対策本部を設置し、かつ島根県

が所管区域として告示されたとき

知事が決定する知事が決定し、指示する知事が決定し、

設置する

４ 知事が必要と認めたとき

支庁長、県土整備事務所長又は

県央県土整備事務所大田事業所

長が決定する

支庁長、県土整備事務所長

又は県央県土整備事務所大

田事業所長が決定し、設置

する

－５ 支庁長、県土整備事務所長又は県央県土整

備事務所大田事業所長が必要と認めたとき

１ 地震、津波、風水害等複数の基準が重複する場合は、その中から最上位の基準を適用する。
２ 風水害第１～第３動員の人員は、別に定めるところによる。
３ 警察本部の災害体制は、島根県警察本部長の定めるところによる。
４ 県水防本部の災害体制は、県水防計画の定めるところによる。
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（４）災害体制の基準
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島根県

２．地震災害体制の基準

動 員

体 制 の 決 定

基 準
体
制

地 方 機 関本 庁

防災部の指定された職員を配備配備なし自動配備１ 県内の地域で震度３の地震が

観測されたとき
警
戒

体
制

地震災害第１動員を配備

（本庁及び震度４を観測した市町

村を有する地区及び隣接する地

区）

自動設置

（震度４を観測した市町村

を有する地区及び隣接する

地区）

自動設置１ 県内の地域で震度４の地震が

観測されたとき

災
害
警
戒
本
部

地震災害第２動員を配備

（本庁及び震度５弱を観測した市

町村を有する地区及び隣接する地

区）

自動設置

（震度５弱を観測した市町

村を有する地区及び隣接す

る地区）

自動設置２ 県内の地域で震度５弱の地震

が観測されたとき

防災部長が決定し、指示する

（本庁及び地区警戒本部が設置さ

れた地区）

防災部長が決定し、指示す

る

防災部長が決定し、設置する３ 防災部長が必要と認めたとき

地震災害第３動員を配備

（本庁及び震度5強以上を観測し

た市町村を有する地区及び隣接す

る地区）

自動設置

（震度５強以上を観測した

市町村を有する地区及び隣

接する地区）

自動設置１ 県内の地域で震度５強以上の

地震が観測されたとき
災
害
対
策
本
部

知事が決定し、指示する知事が決定し、指示する知事が決定し、設置する２ 知事が必要と認めたとき

１ 地震、津波、風水害等複数の基準が重複する場合は、そのなかから最上位の基準を適用する。

２ 地区の区域及び隣接地区については、以下のとおり。

３ 地震災害第１～第３動員の人員は別に定めるところによる。

４ 警察本部の災害体制は島根県警察本部長の定めるところによる。

防災部
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島根県

３．津波体制の基準

動 員

体 制 の 決 定

基 準
体
制

地 方 機 関本 庁

津波災害第１動員を配備

（本庁及び津波予報区に該当する

海岸線を有する地区）

自動設置

（津波予報区に該当する海

岸線を有する地区）

自動設置１ 県沿岸に津波注意報が発表さ

れたとき
災
害
警
戒
本
部

津波災害第２動員を配備

（本庁及び津波予報区に該当する

海岸線を有する地区）

自動設置

（津波予報区に該当する海

岸線を有する地区）

自動設置１ 県沿岸に津波警報が発表され

たとき
災
害
対
策
本
部

津波災害第３動員を配備

（本庁及び津波予報区に該当する

海岸線を有する地区）

２ 県沿岸に大津波警報が発表さ

れたとき

１ 地震、津波、風水害等複数の基準が重複する場合は、そのなかから最上位の基準を適用する。
２ 津波災害第１～第３動員の人員は別に定めるところによる。
３ 警察本部の災害体制は島根県警察本部長の定めるところによる。
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（４）災害体制の基準


